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徳島県情報公開審査会答申第徳島県情報公開審査会答申第徳島県情報公開審査会答申第徳島県情報公開審査会答申第１１５１１５１１５１１５号号号号

第第第第１１１１ 審査会審査会審査会審査会のののの結論結論結論結論

徳島県知事の決定は，本件審査基準を公開した部分については，妥当である。

「 」 ， 。本件請求④のうち 港湾課の協議録 部分については 改めて決定をすべきである

第第第第２２２２ 諮問事案諮問事案諮問事案諮問事案のののの概要概要概要概要

１１１１ 公文書公開請求公文書公開請求公文書公開請求公文書公開請求

平成２２年６月２２日，異議申立人は，徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号。以下「条例」という ）第６条第１項の規定に基づき，徳島県知事（以下。

「実施機関」という ）に対し，次の公文書公開請求を行った。。

① 行政は継続性が有るのか。

有れば［有る事を示す根拠の書類］

無ければ［無い事を示す根拠の書類］

② 行政は自分の間違いに気付いたときはどう対処するのか。

③ 行政は間違いを指摘され，間違いを認めた時は，結果の責任を誰が取るのか。

④ 港振１３８号に示す。水域占用物の耐用年数や塗装及び外板の必要な性能を決

定した根拠が記入されている設計されている設計計算書を要求して居るが，何を

根拠に要求して居るか，根拠になる，法的な書類。港湾課の協議録。

⑤ 徳島県港湾課に，水域占用物の耐用年数や塗装及び外板の必要な性能を決定し

た根拠が記入されている設計計算書。港湾課に過去に提出書類が有れば，参考ま

でに，示してください。

⑥ ○○・○○・漁協に港湾課が我々に同意を求めた権利の付与を示す。書類。漁

協への，港湾課が権利付与に付いて協議した記録。付与に付いての決済が解る書

類。

⑦ 港振１３８号に示す。区画漁業等を行っている漁業協同組合の同意書を求める

が，何の権利に対する同意書か港湾課が与えた権利の説明，権利と義務を示す書

類。港湾課内の権利に対する決裁書類。

⑧ 港振１３８号に示す。徳島県職員の県民に対する，平等・公平・公正を原則に

港湾行政をすることや徳島県及び徳島県職員に対する単なる要望や批判にすぎな

いのである。と有るが，徳島県職員に対する。要望や批判をどの様にして，徳島

県の何処え訴えれば良いですか。教えてください。

⑨ 港振１３８号に示す。いずれも，徳島県及び徳島県職員に対する単なる要望や

批判に過ぎない。と主張するが，我々は，行政手続法・第５条・審査基準・に基

づく説明を求めています。我々の主張が要望や批判に過ぎないと判断をした説明

をして下さい。審査基準に対する説明の要求が，要望や批判に過ぎないと判断し

た根拠の書類を見せてください。港湾課内部の決裁書類。
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２２２２ 実施機関実施機関実施機関実施機関のののの決定決定決定決定

， ， ， ，平成２２年７月５日 実施機関は 上記請求に対して 次の２件の決定処分を行い

異議申立人に通知した。

(1) 上記請求中「④ （以下「本件請求」という ）について 「港湾法第３７条第１」 。 ，

項に基づく港湾区域及び港湾隣接地域内の工事等の許可審査基準 （以下「本件審」

査基準」という ）を特定し，港空第３００３号により，公文書公開決定処分(以下。

「本件処分」という ）を行った。。

(2) 上記請求中「①～③」及び「⑤～⑨」について，港空第３００４号により，請求

， 。に係る公文書が不存在であることを理由に 公文書公開請求拒否決定処分を行った

３３３３ 異議申立異議申立異議申立異議申立てててて

平成２２年７月２６日 異議申立人は 本件処分を不服として 行政不服審査法 昭， ， ， （

和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき，実施機関に対して異議申立てを行

った。

４４４４ 諮問諮問諮問諮問

平成２２年９月２日，実施機関は，徳島県情報公開審査会（以下「当審査会」とい

う ）に対して，当該異議申立てにつき諮問（以下「本件事案」という ）を行った。。 。

第第第第３３３３ 異議申立人異議申立人異議申立人異議申立人のののの主張要旨主張要旨主張要旨主張要旨

１１１１ 異議申立異議申立異議申立異議申立てのてのてのての趣旨趣旨趣旨趣旨

異議申立ての趣旨は，平成２２年７月５日付け港空第３００３号により異議申立人

に対して行った「公文書公開決定通知書を取り消す」との決定を求める，というもの

である。

２２２２ 異議申立異議申立異議申立異議申立てのてのてのての理由理由理由理由

異議申立人から提出された異議申立書，意見書及び当審査会での口頭意見陳述にお

ける異議申立人の主張を要約すると，異議申立ての理由は，概ね次のとおりである。

(1) 徳島県は，平等・公平・公正を原則に行政をして頂きたい。

県民に嘘を付かない。隠さない。騙さない。事実を正直に開示する。

事実に対する質問に，事実に基づいて説明責任を果すべきである。

(2) このことについて，港振第１３８号に示す。水域占用物の耐用年数や塗装及び外

板の必要な性能を決定した根拠が記入されている設計されている，設計計算書を要

求して居るが，何を根拠に要求して居るか，根拠になる，法的な書類。港湾課の協

議録。

上記の事を請求した。実施機関から，表題に審査基準と記された書面を頂いた。

頂いた審査基準と記された書面は，無効である。
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理由は，審査基準は，不作為に誰かが書き込んだものである。

(3) 平成○年(行コ)第○号・審査基準開示請求控訴事件（第３ （２）を引用する。）

行政手続法第５条が，行政庁は，申請に対する処分について，審査基準を定める

ものとし（同条第１項 ，その審査基準については，許認可等の性質に照らして，）

できる限り具体的なものとしなければならないとし（同条第２項 ，行政庁は，審）

査基準を公にしておかなければならない（同条第３項 。）

それぞれ定める趣旨は，行政庁に対して許認可等の申請をする者に対して，あら

かじめ審査基準を公にすることにより，行政庁の行う許認可処分の透明性等を確保

しようとしたものと解されるから，公にされる審査基準に関しては，相応の具体性

を有するものでなければならない。ただ，同条第２項が定めるように，許認可等の

性質に照らして，できる限り具体的なものであれば足りる。

行政手続法第５条第１項は認める。第５条第２項は争う。第５条第３項は知らな

い。

(4) 審査基準（２）申請書に添付する書類及び図面は規則で定めるもののほか，利害

関係人が存在する場合はその同意書を添付していること。

③ 工作物等を設置する場合，安全な構造であること

上記審査基準（２ ，③については争う。その他は争わない。）

(5) 審査基準については，許認可等の性質に照らして，できる限り具体的なものとし

なければならないとし（行政手続法第５条第２項 。）

ア 徳島県情報公開審査会(答申第８６号）

イ 平成○年(行ウ)第○号公文書非開示処分取消請求事件

ウ 公文書公開請求拒否決定通知書（港空第３０３０５号）

上記ア，イ，ウともに審査基準（行政手続法第５条第２項）を具体的に説明でき

る書類は開示できなかった。

(6) 審査基準（２）申請書に添付する書類及び図面は規則で定めるもの。

徳島県の求めた （東土第３１４０８号 ・４・台船（釣り筏）の耐用年数（廃棄， ）

又はメンテナンスが必要となるまでの期間）を想定し，塗装，外板の必要な性能を

） 。記載した根拠が記入されている台船(釣り筏 設計時の設計計算書を添付すること

上記徳島県の求めた審査基準（東土第３１４０８号）補正書４，は規則に定めた

書類に存在しない。また港湾課に過去に提出を求めた経過も書類も存在しない。

(7) よって，港湾法第３７条第１項の規定による，徳島県の求めた，補正書（東土第

３１４０８号・４）は取り消されるべきである。
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(8) 徳島県情報公開審査会答申８６号を尊重して，審査基準（行政手続法第５条第２

項）を具体的に説明できる，業務に関する要望等に対する職員の対応要綱を職員に

持たすべきである。

(9) 「行政手続法」は，審査基準を決め，その審査基準について県民から尋ねられた

。 ， ，場合はきちんと説明しなければならないと定めている しかし その基が無いから

県職員が審査基準をどうとでも解釈できる。

， 。 ，(10) 審査基準の基について 大事なことは書類で残すべきである 物事を決めるのに

， ， 。芯の部分が無くて 枝葉の紙切れを一枚持ってきて それの説明を誰ができるのか

(11) 港湾課は補正を求めた，審査基準を開示し，根拠と理由を詳しく説明し，求める

補正書の理由を明らかにすべきである。

第第第第４４４４ 実施機関実施機関実施機関実施機関のののの説明要旨説明要旨説明要旨説明要旨

実施機関から提出された理由説明書及び当審査会での口頭による理由説明を要約す

ると，本件処分の理由については次のとおりである。

１１１１ 本件公文書本件公文書本件公文書本件公文書についてについてについてについて

平成２２年６月２２日付けで異議申立人から出された「港振１３８号に示す。水域

占用物の耐用年数や塗装及び外板の必要な性能を決定した根拠が記入されている設計

されている設計計算書を要求して居るが，何を根拠に要求して居るか，根拠になる，

法的な書類。港湾課の協議録 」の公文書公開請求に対し，実施機関は本件請求に係。

る公文書として「港湾法第３７条第１項に基づく港湾区域及び港湾隣接地域内の工事

等の許可審査基準」について，公文書公開決定処分を行った。

この度の異議申立人の主張は，本件処分を取り消すとの決定を求めるものである。

２２２２ 本件処分本件処分本件処分本件処分のののの理由等理由等理由等理由等についてについてについてについて

(1) 本件処分の根拠について

条例第８条に該当するため，本件公文書を公開したものである。

(2) 本件処分の理由について

， ， ，○○協同組合は 平成２０年１０月６日 港湾法第３７条第１項の規定に基づき

○○港港湾区域内の水域占用許可申請を行った。港湾法第３７条第１項の港湾区域

内の水域占用許可に係る審査基準に「工作物等を設置する場合，安全な構造である

こと 」との基準が設けられており，徳島県は審査基準を基に審査の上 「台船（釣。 ，

り筏）の耐用年数（廃棄又はメンテナンスが必要となるまでの期間）を想定し，塗

装及び外板の必要な性能を決定した根拠が記入されている台船（釣り筏）設計時の

設計計算書が必要であるが申請書に添付されていない」ことを理由の一つとして，
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平成２０年１１月１２日付け本件申請に対して不許可処分を行った。異議申立人は

これを不服として，異議申立てをなし，徳島県は平成２１年１月２６日付け港振第

１３８号により，これを棄却した。異議申立人は，当該棄却決定を引用し，前記の

公文書公開請求がなされた。

実施機関は，本件請求に対して，保有する公文書，即ち「港湾法第３７条第１項

に基づく港湾区域及び港湾隣接地域内の工事等の許可審査基準」を公開したもので

ある。

なお 異議申立人は本件水域占用不許可処分の是非について 訴訟 平成○年 行， ， （ （

ウ）第○号水域占有不許可決定取消請求事件）を提起したが，平成２２年８月９日

に，原告たる異議申立人の請求を棄却する旨の徳島地裁判決が言い渡された。

同裁判においては 「工作物等を設置する場合，安全な構造であること」との基，

， ，準を充たしていないと判断したことの是非についても争われたが 判決文において

「本件釣り筏は，遅くとも平成１２年５月１６日から○○港沖に設置されており，

その設置方法も係留施設の沖合５０メートル付近にアンカーで設置されているとい

う状態であること，本件釣り筏が縦２０メートル，横６０メートルの鋼鉄製の構造

物であることからして，被告が，本件釣り筏の現況における安全性が確認できず，

本件釣り筏が周辺海域を漂流し，航行船舶と衝突するなどして，港湾施設や船舶の

航行に重大な支障を生じさせるおそれがあるとし，本件釣り筏の安全を確認するた

め，原告に対し，本件釣り筏の耐用年数や，塗装及び外板の必要な性能を記載した

根拠が記入されている設計計算書の提出を求め，原告がこれを提出しなかったこと

から審査基準に適合していると認めることができないとしたことに社会通念上不合

理な点があるとは認められず，裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであ

るとは評価できない 」との裁判所の判断が示されている。。

(3) ○○海峡は非常に潮流が早く，安全性について十分確認しない結果，釣り筏が流

れ出す等した場合の周辺への影響を考慮し，安全性を確認できるものとして，異議

申立人に設計計算書を求めた。構造の安全性を証明すべきは申請者本人であると考

えている。

(4) 港湾法が，港湾区域内の水域又は公共空地の占用などの行為が，港湾の利用若し

くは保全に著しく支障を与え，港湾計画の遂行を著しく阻害しその他港湾の開発発

展に著しく支障を与えるものであるときは，占用などの許可をしてはならない旨規

定していることから，港湾に設置する工作物の安全に疑義があったので，港湾法施

行細則第２条所定のものに限定されることなく，その安全性を確認するための書類

の提出を異議申立人に求めた。

(5) 港湾法施行細則第２条に規定されている水域占用許可申請書に添付するべき書類

及び図面は，あくまでも基本的な例示であり，制限列挙ではない。添付するべき書
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類及び図面で安全性が確認できなければ，確認できるものの提出を求める。

設計計算書は，台船（釣り筏）は海に浮かべるため，塗装は何年もつか，外板は

毎年どのくらい浸食するのか等台船の耐用年数が分かるものを想定している。

(6) 異議申立人は，立案文書ではなく，立案するために協議した内容を記録した文書

の公開を求めているが，一般的に協議事項全てについて，文書作成義務を課されて

いるものではない。全ての協議の記録を報告書として残すわけではない。

， ，(7) 異議申立人は 本件審査基準以上に具体的な基準を求めて訴訟を提起しているが

判決文において本件審査基準はホームページ上に表示しており，十分に具体的であ

るとの最高裁判所における判決が明示されている。

第第第第５５５５ 審査会審査会審査会審査会のののの判断判断判断判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１１１１ 本件対象公文書本件対象公文書本件対象公文書本件対象公文書のののの特定特定特定特定についてについてについてについて

(1) 「港振１３８号に示す。水域占用物の耐用年数や塗装及び外板の必要な性能を決

定した根拠が記入されている設計されている設計計算書を要求して居るが，何を根

拠に要求して居るか，根拠になる，法的な書類。港湾課の協議録 」という本件請。

求内容に対し，実施機関は 「港湾法第３７条第１項に基づく港湾区域及び港湾隣，

接地域内の工事等の許可審査基準」を特定し，本件処分を行ったところ，異議申立

人は「公文書公開決定通知書」の取消しを求め，異議申立てを行ったものである。

(2) 実施機関は 「設計計算書を求めた根拠」は本件審査基準であるとして全部公開，

し，地裁判決を引用し，本件審査基準により設計計算書の提出を求めたことは裁量

権を逸脱したものではないと主張する。

なお，請求内容のうち「港湾課の協議録」は，請求に対する決定がなされていな

い。

(3) 本件請求に対して，実施機関が本件審査基準を本件対象公文書として特定し公開

したことについて，異議申立人の主張を要約すると，

ア 審査基準は不作為に誰かが書き込んだものであり，無効であること。

イ 審査基準（２）によると申請書に添付する書類及び図面は規則で定めるものと

あり，規則とは港湾法施行細則をいい，同第２条において，港湾法第３７条第１

項第１号の許可を受けようとする者は港湾区域内の水域(公共空地)占用許可申請

書正副２通に，計画説明書，位置図，平面図，構造図，断面図及び求積図を添え

て知事に提出しなければならないと規定されているが，設計計算書は，港湾法施

行細則にない書類であること。

ウ 審査基準は相応の具体性を有するものでなければならないが，具体的に説明で
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きる書類が公開されていないこと。

エ 過去に提出を求めた経過も書類も存在しないこと。

であると考えられる。

以下，異議申立人の主張をもとに，本件処分の妥当性を検証する。

２２２２ 異議申立人異議申立人異議申立人異議申立人のののの主張主張主張主張にににに対対対対するするするする実施機関実施機関実施機関実施機関のののの説明説明説明説明とととと本件処分本件処分本件処分本件処分のののの妥当性妥当性妥当性妥当性についてについてについてについて

(1) 「審査基準は不作為に書き込まれている 」という主張。

本件審査基準は，平成１２年７月２８日に改正案が決裁され，同年８月１日施行

されたものと同一の内容であり，ホームページ上に表示していることから，不作為

に書き込まれたとする異議申立人の主張は該当しない。

また，異議申立人は，別途，情報公開請求において，その立案文書を入手してい

る。

(2) 「設計計算書は港湾法施行細則にない書類である 」という主張。

異議申立人が 「規則にない書類を審査基準により求めた」と主張することにつ，

いて，本件審査基準には 「港湾法，港湾法施行令，港湾法施行規則，港湾法施行，

条例及び港湾法施行細則に定めがあるもののほか，次に掲げる基準に適合している

と認めるときでなければ許可をしてはならない 」とあり 「次に掲げる基準」の一。 ，

つである「 ３）③工作物等を設置する場合，安全な構造であること」に基づき，（

下記ア，イ等の理由により設計計算書を異議申立人に求めたとする実施機関の説明

に，不自然・不合理な点はないと認められる。

ア 台船（釣り筏）は，遅くとも平成１２年５月から○○港沖に設置されており，

その設置方法も係留施設の沖合５０メートル付近にアンカーで設置されていると

いう状態であること，台船（釣り筏）が縦２０メートル，横６０メートルの鋼鉄

製の構造物であることからして，実施機関が，台船（釣り筏）の現況における安

全性が確認できず，また，台船（釣り筏）が周辺海域を漂流し，航行船舶と衝突

， 。するなどして 港湾施設や船舶の航行に重大な支障を生じさせるおそれがあった

イ 港湾法が，港湾区域内の水域又は公共空地の占用などの行為が，港湾の利用若

しくは保全に著しく支障を与え，港湾計画の遂行を著しく阻害しその他港湾の開

発発展に著しく支障を与えるものであるときは，占用などの許可をしてはならな

い旨規定していることから，港湾に設置する工作物の安全に疑義があったので，

港湾法施行細則第２条所定のものに限定されることなく，その安全性を確認する

ための書類の提出を異議申立人に求めた。

よって 「提出を求めた設計計算書の根拠」となる公文書として，本件審査基準，

を特定し公開した本件処分は妥当であると認められる。
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(3) 「審査基準は具体的なものでなければならない 」という主張。

行政手続法第５条第２項は「審査基準を定めるに当たっては，許認可等の性質に

照らしてできる限り具体的なものとしなければならない 」と規定しており，異議。

， ， ，申立人は 本件審査基準は具体性に欠けるので その他の基準等があるべきであり

明らかにすべきであると主張する。

実施機関においては，本件審査基準以上に具体的な基準を有しておらず，個別の

案件毎に安全性を判断している。また，異議申立人は，港湾法第３７条第１項の規

定による港湾区域内の水域占用許可の具体的審査基準を明らかにせよとの訴訟を提

起したが，本件審査基準以上にその他の基準等を明らかにすべき義務を負うとはい

えないという判決が言い渡されている。

よって，実施機関において，現に本件審査基準以上の具体的な基準を有していな

いことから，本件審査基準を公開した本件処分は妥当であると認められる。

(4) 「過去に提出を求めた経過も書類も存在しない 」という主張。

本件請求内容には 「港振１３８号に示す。水域占用物の耐用年数や塗装及び外，

板の必要な性能を決定した根拠が記入されている設計されている設計計算書を要求

して居るが，何を根拠に要求して居るか，根拠になる，法的な書類。港湾課の協議

録 」とあるが，本件処分では，本件審査基準を対象公文書とする公開決定のみ行。

っている。

本件審査基準は 「港湾課の協議録」という請求内容の対象公文書には当たらな，

いと考えられることから 「港湾課の協議録」については，本件請求にかかる情報，

公開決定がなされていないと判断される。

， 。(5) 以上のことから 本件審査基準を公開した部分については妥当であると判断する

なお，上記(4)のとおり 「港湾課の協議録」については，情報公開決定がなされ，

， 。ていないため 改めて条例第１２条に基づき公開請求に対する決定をすべきである

３３３３ 異議申立人異議申立人異議申立人異議申立人のそののそののそののその他他他他のののの主張主張主張主張についてについてについてについて

異議申立人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の判断を左右するもので

はない。

４４４４ 結論結論結論結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第第第第６６６６ 審査会審査会審査会審査会のののの処理経過処理経過処理経過処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。



- 9 -

年 月 日 内 容

平成２２年 ９月 ２日 諮問

９月２２日 実施機関からの理由説明書を受理

１１月 ５日 異議申立人からの意見書を受理

１２月１６日 審議（第８４回審査会）

平成２３年 １月２７日 実施機関からの口頭理由説明，審議

（第８５回審査会）

２月２８日 異議申立人からの口頭意見陳述，審議

（第８６回審査会）

３月１８日 審議（第８７回審査会）

４月１３日 審議（第８８回審査会）


